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１０．新技術

○土壌による大気浄化フィールド実験

窒素酸化物（ＮＯｘ）や浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）等を除去するための新技術

として、土壌を用いた大気浄化フィールド実験を実施しています。

尼崎市西向島町（出屋敷交差点付近）において、平成１４年７月から平成１７

年３月まで実験を行いました。

また、西宮市浜脇町において、平成１６年４月より平成１８年３月まで実験を

行いました。

位置図

図 土壌による大気浄化のメカニズム(西宮市浜脇町)
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大気浄化実験施設

尼崎市西向島町

西宮市浜脇町
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○光触媒によるフィールド実験

窒素酸化物（ＮＯｘ）を除去するための新技術として、平成１３、１４年度に

芦屋市域及び尼崎市域において、国道４３号線の遮音壁やガードレール、中央分

離帯等に光触媒を塗布し、その効果等を把握するフィールド実験を行いました。

平成１９年度までに、尼崎市、西宮市、芦屋市、及び神戸市東灘区の一部にお

いて光触媒塗布を実施しました。

図 光触媒塗布箇所断面 図 光触媒による大気浄化のメカニズム

図 光触媒の塗布区間

光触媒設置状況（尼崎市域）
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○アクティブ遮音壁による実証実験

＜経緯＞

道路騒音を低減するために新たに開発した「音を音で消す」基本原理で作られ

たスピーカー付きの新型遮音壁（アクティブ遮音壁）を、平成１５年度に芦屋市

精道町において試験的に設置しました。

平成１７年度には、①既設の遮音壁の上に被せるアクティブ遮音壁と、②既設

の遮音壁が車等の乗り入れで途切れている開口部の騒音対策として、新たに開発

した「縦型アクティブ遮音壁」を、尼崎市西本町と芦屋市精道町において試験的

に設置しました。

図 アクティブ遮音壁の設置位置

図 縦型アクティブ遮音壁のメカニズム

灘区 東灘区
芦屋市 西宮市

尼崎市
芦屋市精道町(上下線)

尼崎市西本町(上り線)

灘区 東灘区
芦屋市 西宮市

尼崎市
芦屋市精道町(上下線)

尼崎市西本町(上り線)
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アクティブ遮音壁設置状況

尼崎市西本町
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１１．大型車の湾岸線への迂回の推進

○環境ロードプライシング

阪神高速道路(株)では、５号湾岸線を走行する大型車の料金を割り引き３号神

戸線(交通量を抑制すべき路線）との間に料金格差を設けることにより、３号神戸

線・国道４３号の大型車交通を５号湾岸線へ転換させ、３号神戸線・国道４３号

沿道の環境改善に資するため、平成１３年１１月１日より環境ロードプライシン

グを試行的に実施しました。

また、平成２１年４月１日から試行内容を拡充し、ＥＴＣ大型車の割引対象区

間を六甲アイランド北から天保山までの区間に拡げ、通行料金を３０％割引に拡

充しました。

さらに、平成２２年３月１日から対象車両の拡充を行いました。普通貨物車（車

両総重量8t未満）の他、マイクロバス等を新たに割引きの対象にしました。（ＥＴ

Ｃコーポレートカード利用かつ事前登録が必要）

平成２４年１月１日からは、阪神高速の料金体系は料金圏が無く利用距離に応

じて料金が決まる「距離料金」へと移行しました。これにあわせ環境ロードプラ

イシングについても、距離料金の考え方を基本としながらも従前と同等の割引内

容となるよう割引体系を改定した上で、引き続き実施することとなりました。

今後も、沿道環境改善に資するため、環境ロードプライシングを継続します。
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表 環境ロードプライシング試行の推移状況

平成13年11月 環境ロードプライシング試行開始

対象区間：住吉浜IC～鳴尾浜IC（阪神西線）

対象車種：大型車（阪神高速道路料金区分）

割引率：20％割引

平成16年2月 社会実験の実施（1ヶ月間）

対象区間：住吉浜IC～鳴尾浜IC（阪神西線）

対象車種：大型車（阪神高速道路料金区分）

割引率：40％割引

平成18年6月 社会実験の実施（2ヶ月間）

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車種：大型車（阪神高速道路料金区分）

割引率：50％割引

平成21年4月 対象区間、割引率の拡充

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車種：大型車（阪神高速道路料金区分）

割引率：他割引制度とあわせて最大50％割引

平成22年3月 対象車種の拡大

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車種：大型車（阪神高速道路料金区分）

普通車（阪神高速道路料金区分）の一部

※ETCｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞの事前登録車

割引率：他割引制度とあわせて最大50％割引

平成24年1月 対象区間：住吉浜IC～天保山IC

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

普通車（阪神高速道路料金区分）の一部※

※普通貨物車等（ETCｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ利用の事前登録車）

割引率：

・距離料金の30%割引（距離料金の30%割引が従前の割引後

料金を上回るときは、従前の割引後料金に据え置き。）

・対象区間外との連続利用の場合も15%、10%の割引を適用

（西宮浜以西の出入口を利用した場合）
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図 環境ロードプライシングの概要

図 環境ロードプライシングの対象車両
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５号湾岸線

３号神戸線

国道４３号

国道４３号・阪神高速道路の大型車交通量（断面交通量）の推移（大阪・尼崎断面）

○大阪・尼崎断面における３路線合計の大型車交通量は、平成１７年度をピークに近

年に減少したものの、近年では微増傾向にある。

○このような中、環境ロードプライシングの施策試行の浸透により、国道４３号の大

型車交通量は平成１７年度以降は減少傾向にある。

○一方、湾岸線の大型車交通量は、平成１７年度をピークに減少したものの、環境ロ

ードプライシング効果及び近年の断面交通量の増加分を受け持ち平成１７年以降増

加傾向で推移している。

○なお、神戸線の大型車交通量は、平成１７年以降、横ばい状況が続いている。
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国道４３号・阪神高速道路の大型車交通量（分担率）の推移（大阪・尼崎断面）

○大阪・尼崎断面における３路線の大型車分担率において、国道４３号の分担率は環

境ロードプライシングの施策試行の浸透により、平成１６年度以降は着実に減少し

ており、平成２４年２月は平成１３年２月に比べ約４ポイント減少している。

○一方、湾岸線の分担率は着実に増加しており、平成２４年２月は平成１３年２月に

比べ約１３ポイント増加している。

○また、神戸線の分担率は着実に減少しており、平成２４年２月は平成１３年２月に

比べ約９ポイント減少している。

分担率（％） 
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環境ロードプライシングに伴う３路線の分担率の変化（距離料金移行前後）
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表 環境ロードプライシング拡充前後の交通量データ
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表 環境ロードプライシング拡充前後の交通量データ
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○交通需要軽減キャンペーンの実施

国土交通省（近畿地方整備局・近畿運輸局）・阪神高速道路㈱・兵庫県警察が連

携し、国道４３号・阪神高速３号神戸線の大気環境改善に向けて、阪神高速５号

湾岸線等へ迂回を促す啓発活動として、既存の交通情報板や光ビーコン等の交通

情報提供装置を用いるとともに、民間ミニ放送局の協力等を得て、平成１２年度

（平成１３年２月）より｢国道４３号・阪神高速神戸線における大気環境改善に向

けた交通需要軽減キャンペーン（交通需要軽減キャンペーン）」を実施しています。

今後も、関係機関と連携して実施します。

○トラック事業者への迂回輸送の協力要請等

平成１２年１１月から兵庫国道事務所及び阪神高速道路株式会社が発注した工

事の受注者に対し、国道２号、国道４３号、阪神高速神戸線から阪神高速湾岸線

への迂回について文書による協力要請を実施しています。

今後も、継続して協力要請を実施します。
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○アイドリングストップ実証実験

＜経緯＞

大気汚染物質の排出量低減方策の一つとして、国道４３号でのディーゼル車に

よる信号待ち等のアイドリングに着目し、アイドリングストップによる大気汚染

物質の排出量低減効果の把握を目的とした｢アイドリングストップ実証実験｣を平

成１７年２月５日～１８日（日曜日除く）に実施し、実施結果を平成１７年７月

１３日に公表しました。

平成１８年度には、アイドリングストップの啓発活動を実施しました。

その後は、交通需要軽減キャンペーンなどで、引き続き啓発活動を実施してい

ます。

アイドリングストップ実証実験結果
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○国道４３号通行ルール（兵庫県域）運用開始

国道４３号を利用する大型車に対し、湾岸線への迂回を推進する施策を進める

中、国道４３号を通行せざるを得ない大型車に対しても、一定のルールに協力し

て頂き、沿道環境の改善が図られるよう｢国道４３号通行ルール（兵庫県域）｣策

定し、平成２４年３月３０日から運用を開始しました。

国道４３号通行ルールの構成

『既存の法・条例による規制の遵守』

・夜間通行帯規制（２２時～翌６時）

・ディーゼル自動車等運行規制（兵庫県条例）

・黒煙を多量に発散する整備不良車、不正軽油使用車、過積載、許可のない特

殊車両の通行禁止

『沿道環境に配慮した走行への協力』

・大型車の第一車線（環境レーン）を避けた右側車線の走行（６時～２２時）

・阪神高速湾岸線への迂回

・ふんわりアクセルでゆっくり発進

今後も、ルールの周知徹底を図るために、現地での表示、パンフの配布などを

進めるとともに、施策の検証を進めて行きます。

周知の状況

○道路情報板による広報（平成２４年３月３０日～）

（西行き）

大阪市磯路、大阪市四貫島、西宮市浜脇、神戸市灘区新在家

（東行き）

尼崎市西本町、西宮市社家町、神戸市灘区岩屋（国道２号）



- 40 -

○現地表示シート（植栽部）の設置（平成２４年３月３０日～）

尼崎市東本町 尼崎市武庫川町

神戸市灘区大石町

○パンフレットの配布（平成２４年４月～５月）

・全国のトラック協会を通じて、会員事業所にパンフレットを個別配布、総会

時での配布などを実施

配布部数 約５３０００部

・一部の協会では、協会ホームページに当該パンフレットを掲載

○近畿地方整備局及び兵庫国道事務所を含む管内事務所でのホームページ掲載

・平成２４年３月１６日に兵庫国道事務所ホームページに掲載し、その後近畿

地方整備局、管内事務所のホームページに順次掲載
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国道４３号通行ルール（兵庫県域）パンフレット
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１２．その他

○歩道橋への制震装置設置
歩道橋の揺れの低減を図るため、平成１３年度に芦屋市芦屋歩道橋（精道交

差点）に、平成２２年度に尼崎市東本町歩道橋について、制震装置を取り付け

揺れを低減しました。
制震装置(TMD)設置状況（芦屋歩道橋）

○照明灯のＬＥＤ化

水銀灯など電力消費量が多い照明灯などについて、平成２４年度に消費電力

の少ないＬＥＤ灯機に１７５０基を更新します。

○広報

国道４３号や阪神高速神戸線の環境対策に関する事業や施策について、地域

の方々をはじめとした多くの人々からの理解を得るため、広報誌｢よんさん｣の

発行、地域の小学校を中心とした出前講座の開催、JICA（国際協力機構）研修

生への講義、一般の方を対象とした見学会｢Eco調査団｣の開催を実施してきまし

た。

今後も、必要に応じてこれらの活動を実施していきます。

広報誌｢よんさん｣ ＪＩＣＡ研修
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出前講座の様子

｢Eco調査団｣の様子
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国道４３号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件
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（五省庁会議）

国道４３号及び阪神高速道路の経緯
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国道４３号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件

国道４３号・阪神高速道路公害訴訟

１．一次訴訟の経緯

○昭和５１年８月３０日 提訴

＜事件名＞ 国道４３号線・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件
（国道４３号訴訟）

＜原 告＞ 国道４３号及び阪神高速神戸西宮線・大阪西宮線の沿道５０ｍ以
内の居住者（１５２名）

＜被 告＞ 国、阪神高速道路公団
（対象道路：国道４３号、阪神高速神戸西宮線・大阪西宮線）

＜請求内容＞ ①騒音・排ガス差止請求
②損害賠償請求（約３億４千万円）

○昭和６１年７月１７日 判決（神戸地裁）

＜判決内容＞①差止請求却下
②損害賠償請求一部認容（消滅時効を認め、将来の請求却下）

［121名の原告について、総額約１億６千万円を認容］

＜判決理由＞①沿道２０ｍ以内において、道路騒音・排ガスによる影響は、受
忍限度を超える。

②受忍限度を超える違法な侵害状態が存在する道路の供用行為
は、受忍限度を超える範囲内にある者との関係においては、道
路の設置・管理の瑕疵がある。

③将来について、現時点で受忍限度を超えるかどうかの把握は困
難である。

④差止請求は、その差し止める作為の内容が特定されていないの
で、却下を免れない。

○昭和６１年７月２５日 被告控訴

○昭和６１年７月３０日 原告控訴

○平成 ４年２月２０日 控訴審判決（大阪高裁）

＜判決内容＞①差止請求棄却
②損害賠償請求認容（消滅時効を認め、将来の請求却下）

［123名の原告について、総額約２億３千万円を認容］

＜判決理由＞①騒音は、沿道２０ｍ以内において、受忍限度を超える。

②排ガスは、浮遊粒子状物質に着目すれば、沿道２０ｍ以内に
おいて受忍限度を超える。

③道路の供用につき、損害賠償すべき違法性が認められ、本件
道路に設置・管理の瑕疵がある。
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④将来の損害賠償請求については、却下されるべきものである。
⑤差止請求は認められるが、本件道路の公共性が非常に大きく、

代替道路がないことなどから、未だ差止請求が認められるほど
の受忍限度を超えているとは言えない。

○平成 ４年３月 ５日 原告・被告とも上告

○平成 ７年７月 ７日 上告審判決（最高裁）

＜判決内容＞双方の上告を棄却 → 二次訴訟へ

２．二次訴訟の経緯

○平成８年１０月２８日 提訴

＜事件名＞ 国道４３号線・阪神高速道路損害賠償請求事件
（国道４３号訴訟）

＜原 告＞ 一次訴訟で損害賠償を認容された原告及び同居の家族

＜被 告＞ 国、阪神高速道路公団
（対象道路：国道４３号、阪神高速神戸西宮線・大阪西宮線）

＜請求内容＞損害賠償請求（約１億７千万円）
（一次訴訟で損害賠償を認容された原告等８３名が、一次訴訟後、

国・阪神高速道路公団は抜本的な対策を講じていないとして損
害賠償を求め提訴。）

○平成１０年 ３月４日 和解

３．和解の概要

①和解金１億円
②連絡会の設置
③別途申請の公害調停事件の取り下げ
④損害賠償請求の放棄
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○国道４３号・阪神高速道路公害訴訟最高裁判決の概要

（１）経 緯

昭和５１年８月３０日 神戸地方裁判所へ訴訟提起（第一審）

平成 ７年７月 ７日 最高裁判決言渡し（上告棄却）

（２）当事者

原 告 １５２名（提訴時）

被 告 国、阪神高速道路公団

（３）最高裁判決により確定した控訴審判決の内容

① 差止請求・・・・・棄却

② 損害賠償・・・・・認容（２億３千万円余）

なお、控訴審口頭弁論終結日（Ｈ３.７.１９）以後の将来の損害
賠償請求は却下

○国道４３号・阪神高速道路公害訴訟最高裁判決における受忍限度
（１）居住地における屋外Leqが６５dB以上の騒音に曝露された者は、本件道路

端と居住地との距離に係わらず受忍限度を超えていると判断。
（２）本件道路端※と居住地との距離が２０ｍ以内の者は、

①その全員が排気ガスの浮遊粒子状物質により受忍限度を超える被害を
受けた。

②騒音及び排気ガスによる被害以外の心理的被害等を併せ考えると、屋外
Legが６０dB以上の場合に受忍限度を超える被害を受けた。

と判断。
※「道路端」とあるが、車道部端からの距離により行われている鑑定を基に判

決が出されており、実質的には「車道部端」を意味するものと解される。
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国道４３号・阪神高速道路公害二次訴訟・調停「和解条項」

和解条項

１．被告らは、原告ら及び利害関係人らに対し、本件及び兵庫県公害審査会平成

４年（調）第１号調停申立事件に係る請求についての和解金として、合計金１

億円を平成１０年３月末日限り、原告ら及び利害関係人ら代理人弁護士小牧英

夫名義の下記口座に振り込む方法で支払う。

記

さくら銀行神戸駅前支店普通預金口座

（口座名義ルート４３弁護団小牧英夫、口座番号３３８４２６７）

２．原告ら及び利害関係人らと被告らは、別紙のとおり、「国道４３号・阪神高

速道路沿道環境に関する連絡会」を設置することに合意する。

３．原告らは、その余の請求を放棄する。

４．第１項記載の調停事件の申立人である原告ら及び利害関係人らは、速やかに

同調停事件を取り下げる。

５．原告ら及び利害関係人らと被告らは、本件及び第１項記載の調停事件に係る

請求に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確

認する。

６．訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
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国道４３号・阪神高速道路沿道環境に関する連絡会

国道４３号・阪神高速道路沿道環境に関する連絡会設置要項

一．連絡会の設置

国道４３号・阪神高速道路沿道環境に関する連絡会（以下「連絡会」

という。）を設置する。

二．連絡会の目的

連絡会は、国道４３号及び阪神高速道路訴訟の原告団及び調停団と

関係行政機関との間で意見交換を行うことにより、当該対象道路沿道

における原告団及び調停団に係る環境施策の円滑かつ効果的な実施に

資することを目的とする。

三．連絡会の構成

連絡会は、次の関係委員をもって構成する。

建設省近畿地方建設局

阪神高速道路公団

原告団

調停団

四．会議

連絡会は、原告団及び調停団に係る以下の事項について意見交換を

行う。

①対象道路の騒音等に関すること。

②対象道路の道路構造対策に関すること。

③その他必要な事項に関すること（但し、連絡会を構成する道路

管理者の所掌事項に限る）。

五．座長

連絡会の座長は、建設省近畿地方建設局代表委員とする。

六．運営

連絡会は、年１回開催する。

臨時の連絡会は、関係委員の意見にも配慮し、必要に応じて座長が

招集する。

七．事務局

連絡会の事務局は、建設省近畿地方建設局に置くものとする。
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連絡会の実施状況

○第 １回 平成１０年 ９月 ７日

○第 ２回 平成１１年 ５月３１日

○第 ３回 平成１２年 ５月２９日

○第 ４回 平成１３年 ６月１４日

○第 ５回 平成１４年 ５月２７日

○第 ６回 平成１５年 ５月１９日

○第 ７回 平成１６年 ６月 ７日

○第 ８回 平成１７年 ８月 ８日

○第 ９回 平成１８年 ５月２２日

○第１０回 平成１９年 ５月１４日

○第１１回 平成２０年 ６月 ９日

○第１２回 平成２１年 ６月２９日

○第１３回 平成２２年 ５月２４日

○第１４回 平成２３年 ６月１３日

○第１５回 平成２４年 ６月２８日
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国道４３号及び阪神高速に係る道路交通騒音対策
（五省庁会議）

国道４３号及び阪神高速神戸線に係る道路交通騒音対策
平成７年８月３０日
道路交通公害対策関係省庁連絡会議

１．経緯
国道４３号及び阪神高速神戸線沿道の道路交通騒音問題は、要請限度を超える騒音レ

ベルを記録する等深刻な状況にあり、平成７年７月７日の「国道４３号・阪神高速道路
騒音排気ガス規制等請求事件」に関する最高裁判決においては、道路交通騒音等による
沿道住民の生活妨害について国と阪神高速道路公団の賠償責任が認められた。警察庁、
環境庁、通商産業省、運輸省及び建設省の５省庁（以下「関係省庁」という）はこの事
態を深刻に受けとめ、関係省庁で構成する道路交通公害対策関係省庁連絡会議（以下
「本連絡会議」という）の場において、国道４３号及び阪神高速神戸線に関連する兵庫
県内の地域（以下「国道４３号地域」という）において取るべき道路交通騒音対策につ
き、７月中旬より討議を重ねてきた。本対策は、その討議の結果を取りまとめたもので
ある。

２．本とりまとめの性格
地元においては、関係省庁の地方部局、兵庫県、兵庫県警察本部、関係市及び阪神高

速道路公団により、「国道４３号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」が組織され、検討
が行われている。特定の地域の道路交通騒音対策は基本的にはこのような地域的な枠組
みの中で検討されるべきものであるが、国道４３号地域においては問題がとりわけ深刻
であること、また、同地域における司法の最終判断として国等の責任が認められたこと
から、関係省庁としても同地域の道路交通騒音対策に資する施策を積極的に講じていく
ことが必要と判断したものである。

本とりまとめは、短期的な施策にとどまらず、中・長期的な視点に立って、国道４３
号地域において必要な施策を明確にしつつ、関係省庁としての取組を整理したものであ
り、今後の国道４３号地域の道路交通騒音対策の枠組となるものである。

なお、国道４３号地域においては、現在、阪神大震災の復旧作業が進められており、
通常の交通状況にない。本とりまとめは、復旧後の通常の交通状況における騒音問題に
対応することを意図したものである。

３．今後の道路交通騒音対策
（１）国道４３号及び阪神高速神戸線の道路構造対策の推進

①国道４３号において、以下の道路構造対策等を講じる。
ａ．直進片側４車線の３車線化及び生み出された空間における緑化

被災前に直進片側４車線であった区間を３車線化し、生み出された空間における
緑化等を行う。
ｂ．緑地帯への遮音壁の設置

新たに生み出される緑地帯、既存の緑地帯のうち、設置可能な区間について、遮
音壁を設置する。
ｃ．低騒音舗装の敷設

タイヤ騒音の低減効果がある低騒音舗装を敷設する。また、低騒音舗装は騒音低
減効果の持続性が課題であるため、今後騒音低減効果の持続性の向上を図るための
技術開発等を行う。

②阪神高速神戸線において、以下の道路構造対策等を講じる。
ａ．新型遮音壁の設置

従来の遮音壁より効果の高い新型遮音壁を設置する。
ｂ．高架裏面吸音板の設置
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阪神高速神戸線の高架の裏面に吸音板を設置することにより、高架の裏面に反射
して沿道に及ぶ国道４３号からの道路交通騒音を低減する。
ｃ．連続桁の採用、既設桁の連結

連続桁の採用及び既設桁の連結により、桁と桁との間を車両が通過する際に生じ
る騒音を低減する。
ｄ．低騒音舗装の敷設

タイヤ騒音の低減効果がある低騒音舗装を敷設する。また、低騒音舗装は騒音低
減効果の持続性が課題であるため、今後騒音低減効果の持続性の向上を図るための
技術開発等を行う。

（２）発生交通量の低減の推進
①物流対策の推進

ａ．運輸事業者に対する指導の強化
輸送実態、道路の復旧・整備状況等を踏まえ、国道４３号地域における物流の合

理化と運転マナー強化に関し、帰り荷の確保、代替道路への転換、制限速度の厳守、
中央寄り車線の走行の励行及び自主的パトロールの強化等について運輸事業者に対
し要請する。

また、「運輸業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図る
ための指針」（平成５年２月運輸省告示第１０２号）に示された各種物流合理化対策
は、自動車騒音の低減にも寄与すると考えられることから、同指針に基づく対策を
推進する。
ｂ．各種事業者に対する指導の強化

平成５年に「製造業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制
を図るための指針」（平成５年２月厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示
第１号）が策定され、また、平成７年５月には産業構造審議会・中小企業政策審議
会合同会議中間報告「我が国流通の現状と課題」がとりまとめられ、情報化や共同
配送の推進等民間セクターにおける物流の合理化に関して、期待される努力の方向
が掲示された。

国道４３号地域においても、同指針に基づく対策を推進し、本中間報告等の趣旨
の徹底に努めることにより各業種における物流の合理化を促進するとともに、合理
化に必要な物流センターの整備、流通業務団地の造成等を推進する。
ｃ．港湾による国道４３号等に対する交通負荷の低減

港湾関連貨物輸送等におけるトラックから内航船への転換を推進するための複合
一貫輸送に対応した内貿ターミナル（神戸港、大阪港等）の整備及びフェリーター
ミナル（大阪港等）の整備の促進など港湾相互の適切な連携並びに神戸港等におけ
る阪神高速湾岸線へのアクセス道路の整備等を通じた湾岸線へのアクセスの強化に
より、国道４３号及び阪神高速神戸線への交通負荷の低減を図る。
ｄ．貨物輸送における適切な交通機関の選択の推進

国道４３号地域の関係機関、民間事業者等で構成される協議会を設置して、阪神
地区における貨物輸送における適切な交通機関の選択、物流拠点の整備等を推進す
るための具体策について検討する。

②人流対策の推進
国道４３号地域における人流の合理化に関し、以下の施策を推進するため、関係

自治体、事業者等の取組を支援する。
ａ．公共交通機関（鉄道・バス）の整備の促進

神戸市高速鉄道海岸線や片福連絡線を始めとする鉄道の新設及び改良を行うとと
もに、バス路線の新設等を推進する。
ｂ．公共交通機関の利便性の向上

鉄道及びバスの運行本数の増便、リフト付きバス車両、低床バス車両の導入、バ
ス運行管理システムの整備等により、公共交通機関の利便性及び利用者サービスの
向上を図る。
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また、バスの円滑な走行を確保するために、道路交通の状況及びバスの運行状況
等を考慮しつつ、バス専用通行帯及びバス優先通行帯の設置を検討する。

公共交通機関結節点における人流を円滑にするため、駅前広場、バスターミナル
等の整備を推進する。
ｃ．パークアンドライド等の推進

自家用乗用車走行の抑制に効果があるパークアンドライド駐車場について、今後
も更に整備を検討する。また、自転車利用の促進のために自転車駐輪場の整備を行
う。

（３）交通流対策の推進
①道路ネットワークの整備による交通流の分散

国道４３号及び阪神高速道路神戸線の交通量負荷を軽減するため、沿道環境保全
に配慮しつつ、大阪湾岸道路等の道路ネットワークの整備を推進することにより、
交通流の分散を図る。

②交通管制システムの高度化等による交通流の分散
都市内道路網の交通状況に即応した信号制御による交通の円滑化を図るため、交

通管制センターの情報収集機能を強化する。また、特定路線への交通流の集中を制
御するため、交通情報板等を用いてドライバーに渋滞情報、交通規制情報等を提供
する。

阪神高速道路においては、湾岸線への交通誘導を図るため、経路選択情報板を設
置する。

③交通流の総合的誘導措置の検討
阪神高速神戸線及び国道４３号への負荷を軽減するため、運転者への経路選択情

報の提供及び適切な交通規制等との組み合わせの下で、総合的観点からロードプラ
イシング等を検討する。

④交差点等での交通渋滞の解消
交差点等での交通渋滞を解消することにより道路交通騒音の低減を図るため、以

下の施策を推進する。
ａ．信号制御機能の高度化

信号機の系統制御等により安定した交通流を形成し、騒音の軽減を図る。
ｂ．交差点改良（右折専用レーンの設置等）を推進する。

⑤交通規制及び交通指導取締り
国道４３号等における適正な交通流の実現のため、以下の施策について支援を行

う。
ａ．速度違反取締り等の強化及び速度違反自動取締装置の増設

速度超過車両、過積載車両の取締り活動を強化し、車両走行時に発生する騒音
の低減を図る。また、速度超過車両に対する取締り効果のみならず、走行速度の
抑制に効果がある速度違反自動取締装置を増設するとともに、軸重自動計測装置
や走行状況を把握するためのＩＴＶカメラの設置を推進する。
ｂ．減速を促す標識・標示の設置・改良

標識の視認性の向上（大型化、灯火化及び可変化）や運転者に減速を促す標示
の設置・改良（車線境界線のワイド化、くし形減速マーク等）を行い、走行速度
の抑制を図る。
ｃ．高速走行抑止システムの増設

高速走行車両の検出、高速走行車両に対する警告及び高速走行車両の取締り機
能を持つ高速走行抑止システムを増設し、走行速度の抑制を図る。
ｄ．大型自動車の通行規制等の検討

交通実態や迂回路等の整備状況等を勘案して、阪神高速神戸線、国道４３号及
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び国道２号の大型自動車の通行規制等の検討を行う。

（４）沿道対策等の推進
①広域防災帯と一体となった沿道整備

災害時の延焼遮断機能、避難路機能の向上を図るとともに道路環境の改善を図る
ため、国等の道路管理者及び県・市においては、環境防災緑地、公園及び不燃建築
物からなる「広域防災帯」として国道４３号沿道を整備する。

②幹線道路沿道に適合した土地利用の誘導
沿道整備計画の早期策定等を通じて、緩衝空地の確保、緩衝建築物の整備、沿道

に立地する住宅の防音化を図ることが重要である。このため、同趣旨に基づき、地
方公共団体が道路管理者と連携をとりながら適切に都市計画を策定できるよう必要
な支援を行っていくとともに、幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正等により
同法律に関連した予算、税制上の支援・誘導措置の充実・強化を図る。
また、国道４３号沿線において、交通の特性、騒音の状況に対応した地域構造を

実現するべく、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の手法の活用につき関係地
方公共団体への支援を行っていく。

③都市構造の転換
大型車の発生・集中交通量の多い工場地帯と住宅地帯との隣接等道路交通騒音問

題は都市構造自体にもその要因が求められることから、都市計画、港湾計画を通じ
て適切な土地利用の誘導を図るとともに、産業拠点や商業拠点等の適切な配置を行
い、国道４３号地域を含む都市全体の都市構造の転換を促進することが必要である。
このような観点からの施策は地域づくりの基本に関わるものであるため、基本的に
は地元の地方公共団体等の責任によりなされるべきものであるが、関係省庁におい
ては、直接の当事者である兵庫県及び関係市に対し支援を行っていく。

（５）自動車単体対策の強化
①自動車単体規制の可能な限りの前倒しの実施

自動車単体対策については、平成４年１１月に中央公害対策審議会（「今後の自
動車騒音低減対策のあり方について（中間答申）」）において加速走行騒音につい
て、平成７年２月に中央環境審議会（「今後の自動車騒音低減対策のあり方につい
て（自動車単体対策関係）」）において定常走行騒音と近接排気騒音について許容
限度設定目標値が示され、それぞれの目標値について、車種ごとに平成４年１１月
の中間答申時から６年以内又は１０年以内に達成すべきとされたところである。

今後、これらの答申を踏まえ、技術評価を継続して行うこと等により技術の開発
状況を踏まえて、可能な限り目標値の達成の前倒しに努める。

②技術開発の推進
エンジン騒音等については、これまでの１０年間で７５％以上発生騒音のエネル

ギーがカットされるなど、メーカー等において低騒音化に関する様々な取組がなさ
れている。

タイヤの低騒音化については、タイヤと路面での騒音発生メカニズム等について
研究を実施しており、民間においても、これまで騒音低減化の研究開発を実施して
いる。今後、騒音低減対策等についての研究を引き続き実施するとともに、道路関
係者、自動車製造業界、タイヤ製造業界の３者による検討会において検討を進める。

③自動車単体規制の更なる強化の検討
上記①の単体規制の強化に加えて、自動車単体騒音の一層の低減を図るため、平

成７年２月の中央環境審議会答申に示された内容に沿って騒音低減に係る新技術の
開発の促進を図るとともに、その開発状況を踏まえて、将来における規制水準の一
層の強化の検討を行う。さらに大型特殊自動車等について新たに騒音規制等を行う
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ことの必要性等について検討を行う。

（６）低公害車の普及促進
兵庫県においては、平成１２年度までに２万台程度を目標として、低公害車の普及

を推進することとしており、税の優遇措置、低利融資及び導入資金補助を行っている
ほか、県公用車への電気自動車等の低公害車の計画的な導入を図っている。国におい
ては、このような地方自治体の取組に対して支援を行うほか、補助・助成事業、税制、
財投等の優遇措置等を通じて、今後とも、低公害車の普及拡大を図る。
また、大型車の騒音低減に寄与すると考えられるＣＮＧ自動車等において必要な保

安基準の整備を図り一般車と同じ扱いにすることで普及を促進するとともに、騒音低
減効果の高い電気自動車については、実走行試験、高性能電池等の研究開発等により
普及を促進する。

（７）自動車公害防止計画の策定に対する支援
地域に即した総合的自動車交通公害対策として、これまでに１３の都道府県におい

て自動車公害防止計画が策定されてきており、策定自治体に対して支援を行ってきて
いるが、平成７～８年度においては、兵庫県に対し、その策定に向けて指導及び支援
を行う。

（８）自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法（以下「自動車NOx法」という）の進行管理
国道４３号、阪神高速神戸線沿線は、自動車NOx法の総量削減計画の対象地域で

ある。同計画に盛られた施策は、NOx削減効果と併せて自動車騒音低減効果をも有
するため、兵庫県を指導し、その円滑な実施を図る。

（９）普及啓発活動の推進
兵庫県においては、県内の一般の道路利用者に対して、公共交通機関の利用の促進、

環境負荷の少ない自動車の使用方法等について普及啓発活動を行っている。関係省庁
においては、このような兵庫県の取組を支援して行く。

（１０）その他
①道路交通騒音の測定の充実

自動車交通騒音の実態を把握するため、騒音規制法に基づき、全国において自
動車交通騒音の測定を実施している（平成５年においては４，６０５地点）。今
後自動車騒音が深刻な地域については、騒音防止対策の効果の把握等の観点から
自治体に対し測定の充実を指導するとともに、測定結果の集計の迅速化に努める。
特に国道４３号・阪神高速神戸線沿線について、種々の対策の効果が評価され、
かつ、測定結果が今後の更なる対策に反映されるようきめ細かな測定計画の策定
を指導する。また、当該道路の道路管理者による種々の対策の効果を把握するた
め、道路管理者においても騒音測定を行う。

②騒音評価手法の再検討
昭和４６年に設定された我が国の一般環境及び道路沿道に係る騒音環境基準で

はＬ５０（中央値）による評価を原則としてきたが、その後、騒音測定技術が向
上し、近年では国際的にＬｅｑ（等価騒音レベル）が採用されつつあること等の
動向も踏まえ、騒音評価手法の再検討を行う。

４．今後の取組
関係省庁は、今後とも相互に密接に連携を図りつつ、本とりまとめに盛られた道路

交通騒音対策を着実に実施するものとする。また、これらの対策の実施に当たっては、
実施の方法、実施に当たっての具体的な課題、さらには地元独自の取り組みについて
更に検討を要するものと考えられるので、地元において本とりまとめを踏まえた検討
が行われる必要があり、本連絡会議においては、国道４３号・阪神高速神戸線環境対
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策連絡会議等と連携を図っていくものとする。
本とりまとめに盛り込まれた施策は、とりまとめ時点において国道４３号地域の道

路交通騒音問題の緩和に資すると考えられるものであるが、本連絡会議においては、
今後の地元における具体的な検討の進捗状況等を踏まえて、施策の充実を図るため、
必要に応じ施策の追加、変更等を行うとともに、各施策を総合した国道４３号地域の
道路交通騒音問題に対する有効性の評価及びその確保の手段について更なる検討を行
っていくものとする。

なお、本とりまとめに盛り込まれた事業を実施するに当たっては、その事業自体が
及ぼす環境影響を、本とりまとめの対象地域の周辺に及ぼす影響も含め、十分検討す
る。
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国道４３号及び阪神高速道路の経緯

昭和21年 5月 戦災復興都市計画街路として計画決定

9月 戦災復興区画整理事業として用地取得に着手

昭和28年 5月 二級国道１７３号に指定

昭和32年 10月 建設省直轄事業として着手

昭和34年 4月 一般国道４３号に昇格

昭和38年 1月 尼崎市辰巳橋から神戸市灘区浜田町までの供用開始(18.2km)

10月 神戸市灘区岩屋まで完成し、兵庫県側の全て20.2kmが供用開始

昭和45年 2月 国道４３号の上に阪神高速道路神戸西宮線が供用開始

昭和51年 8月 国道４３号・阪神高速道路公害訴訟提起(※１)

8月 ８車線化(片側４車線)に着手

昭和56年 6月 阪神高速道路大阪西宮線も供用開始

昭和57年 3月 ８車線化完成

8月 兵庫県知事より沿道整備道路として指定される

昭和63年 12月 尼崎公害訴訟提起(※２)

平成 6年 12月 ６車線化(片側３車線)に着手

平成 7年 1月 阪神・淡路大震災

7月 国道４３号・阪神高速道路公害訴訟廃止請求棄却・賠償認容

(最高裁判決)

平成10年 3月 国道４３号・阪神高速道路損害賠償請求訴訟(２次)

及び自動車公害防止対策請求訴訟(調停)和解成立

3月末 ６車線化を含む道路構造対策が概成

平成12年 1月 尼崎公害訴訟差止請求・損害賠償一部認容(神戸地裁判決)

12月 尼崎公害訴訟和解成立

平成13年3月～平成15年12月 沿道地区計画(区域及び整備の方針)尼崎市対象地域全

域都市計画決定

平成14年 10月 尼崎公害訴訟あっせん申請

平成15年 6月 尼崎公害訴訟あっせん成立

平成16年 7月 国道４３号周辺地域環境会議開催

※１ 国道43号・阪神高速道路公害訴訟：国道４３号・阪神高速道路騒音・排気ガス規制等請求事件

※２ 尼崎公害訴訟：尼崎有害物質排出規制等請求訴訟事件




